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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸線方向に延びる軸孔を有する絶縁体と、
　前記軸孔に設けられた棒状の中心電極と、
　前記絶縁体の外周に設けられた円筒状の主体金具と、
　前記主体金具の先端部から延び、前記中心電極に向けて曲げられて配置された接地電極
と、
　前記接地電極の先端部に埋設された状態で抵抗溶接された板状の緩和層チップと、
　前記緩和層チップの中心電極側の部位、及び、前記接地電極のうち前記緩和層チップの
中心電極側の部位の外周側の部位に抵抗溶接される一端面、及び、前記中心電極の先端部
との間で間隙を形成する他端面を有する貴金属チップとを備えた内燃機関用スパークプラ
グであって、
　前記貴金属チップは、白金を主成分とする白金合金からなるとともに、
　前記緩和層チップは、前記貴金属チップを形成する白金合金と、前記接地電極を形成す
る金属材料との間の線膨張係数を有する白金合金からなり、
　前記緩和層チップのうち前記貴金属チップに接合される部位の面積が、前記貴金属チッ
プの一端面の面積よりも小さく、かつ、
　前記接地電極と、前記貴金属チップとの境界部の外周部分の全域に、少なくとも前記貴
金属チップと前記接地電極とがレーザ溶接によって溶融されてなる溶融部が設けられてい
ることを特徴とする内燃機関用スパークプラグ。
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【請求項２】
　前記緩和層チップのうち前記貴金属チップに抵抗溶接される部位の面積は、前記貴金属
チップの一端面の面積の４５％以上７５％以下であることを特徴とする請求項１に記載の
内燃機関用スパークプラグ。
【請求項３】
　前記緩和層チップのうち前記貴金属チップに抵抗溶接される部位の面積は、前記貴金属
チップの一端面の面積の６０％以上７５％以下であることを特徴とする請求項１又は２に
記載の内燃機関用スパークプラグ。
【請求項４】
　前記緩和層チップ、及び、前記貴金属チップは、円板状をなすとともに、
　前記緩和層チップのうち前記貴金属チップに抵抗溶接される部位の外径は、前記貴金属
チップの一端面の外径の６８％以上８６％以下であることを特徴とする請求項１乃至３の
いずれか１項に記載の内燃機関用スパークプラグ。
【請求項５】
　前記緩和層チップ、及び、前記貴金属チップは、円板状をなすとともに、
　前記緩和層チップのうち前記貴金属チップに抵抗溶接される部位の外径は、前記貴金属
チップの一端面の外径の７７％以上８６％以下であることを特徴とする請求項１乃至４の
いずれか１項に記載の内燃機関用スパークプラグ。
【請求項６】
　前記貴金属チップの一端面の面積は、１．７ｍｍ2以上であることを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか１項に記載の内燃機関用スパークプラグ。
【請求項７】
　前記貴金属チップは、その一端部が前記接地電極に対して埋め込まれた状態で溶融接合
されるとともに、
　前記接地電極に対する前記貴金属チップの埋め込み量を、埋め込み前の前記貴金属チッ
プの高さの２５％以下としたことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の内
燃機関用スパークプラグ。
【請求項８】
　前記溶融部中において、白金の含有量を１とし、その他の金属材料の含有量を３～１０
としたことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の内燃機関用スパークプラ
グ。
【請求項９】
　前記溶融部のうち最も径方向外側に位置する部位の外径をＡ（ｍｍ）とし、
　前記溶融部のうち最も径方向内側に位置する部位の内径をＢ（ｍｍ）としたとき、
　０．４５≦Ｂ／Ａ≦０．６８
を満たすことを特徴とする請求項８に記載の内燃機関用スパークプラグ。
【請求項１０】
　前記溶融部は、レーザビームを照射することで形成された複数の溶融領域が連なること
で形成されており、
　前記各溶融領域の表面は、自身に隣接する溶融領域の２０％以上６０％以下の領域で重
なり合って形成されることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の内燃機関
用スパークプラグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関に使用されるスパークプラグに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車エンジン等の内燃機関に使用されるスパークプラグは、例えば軸線方向に延びる
中心電極と、その外側に設けられた絶縁体と、当該絶縁体の外側に設けられた円筒状の主
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体金具と、基端部が前記主体金具の先端部に接合された接地電極とを備える。また、接地
電極は、その先端部が前記中心電極の先端部と対向するように曲げ返して配置されるとと
もに、耐消耗性の向上を図るべく、当該先端部には貴金属チップが設けられる。
【０００３】
　ところで、接地電極の先端部に貴金属チップを設けるにあたっては、両者を抵抗溶接に
よって直接接合することが一般的である。ところが、この場合、接地電極を構成する金属
材料と、貴金属チップを構成する金属材料との間における熱膨張の程度の差異によって、
両者の間に大きな応力差が生じてしまうおそれがある。その結果、両者の接合部分にクラ
ックが生じてしまい、ひいては接地電極から貴金属チップが剥離してしまうおそれがある
。
【０００４】
　そこで、接地電極を構成する金属材料の線膨張係数と、貴金属チップを構成する金属材
料の線膨張係数との間の線膨張係数を有する金属材料からなる緩和層チップを、接地電極
と貴金属チップとの間に配設する手法が提案されている（例えば、特許文献１等参照）。
当該技術によれば、接地電極及び緩和層チップ間、並びに、緩和層チップ及び貴金属チッ
プ間における熱膨張の程度の差異を比較的小さなものとすることができ、ひいては接合部
分におけるクラックの発生を抑制することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２７３９６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記技術においては、貴金属チップと緩和層チップとが抵抗溶接によっ
て接合されるため、緩和層チップに対する貴金属チップの接合強度を十分に確保すること
ができない。加えて、接合部分において微小ながらもクラックが生じた場合には、当該ク
ラックに対して酸素が侵入してしまい、ひいては接合部分において酸化スケールが進展し
てしまうおそれがある。従って、上記技術を採用した場合であっても、接地電極からの貴
金属チップの剥離が依然として懸念される。
【０００７】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたものであり、その目的は、貴金属チップ及び接地
電極間に緩和層チップを備えてなる内燃機関用スパークプラグにおいて、貴金属チップを
接地電極に対してより確実に接合するとともに、接合部分における酸化スケールの進展を
抑制することで、接地電極からの貴金属チップの剥離をより確実に防止することができる
内燃機関用スパークプラグを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、上記目的を解決するのに適した各構成につき、項分けして説明する。なお、必要
に応じて対応する構成に特有の作用効果を付記する。
【０００９】
　構成１．本構成の内燃機関用スパークプラグは、軸線方向に延びる軸孔を有する絶縁体
と、
　前記軸孔に設けられた棒状の中心電極と、
　前記絶縁体の外周に設けられた円筒状の主体金具と、
　前記主体金具の先端部から延び、前記中心電極に向けて曲げられて配置された接地電極
と、
　前記接地電極の先端部に埋設された状態で抵抗溶接された板状の緩和層チップと、
　前記緩和層チップの中心電極側の部位、及び、前記接地電極のうち前記緩和層チップの
中心電極側の部位の外周側の部位に抵抗溶接される一端面、及び、前記中心電極の先端部
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との間で間隙を形成する他端面を有する貴金属チップとを備えた内燃機関用スパークプラ
グであって、
　前記貴金属チップは、白金を主成分とする白金合金からなるとともに、
　前記緩和層チップは、前記貴金属チップを形成する白金合金と、前記接地電極を形成す
る金属材料との間の線膨張係数を有する白金合金からなり、
　前記緩和層チップのうち前記貴金属チップに接合される部位の面積が、前記貴金属チッ
プの一端面の面積よりも小さく、かつ、
　前記接地電極と、前記貴金属チップとの境界部の外周部分の全域に、少なくとも前記貴
金属チップと前記接地電極とがレーザ溶接によって溶融されてなる溶融部が設けられてい
ることを特徴とする。
【００１０】
　尚、中心電極の先端部に貴金属合金からなるチップを設けることとしてもよい。この場
合、前記間隙は、中心電極側に設けられたチップと、接地電極に接合された貴金属チップ
との間に形成されることとなる。
【００１１】
　上記構成１によれば、接地電極及び貴金属チップ間には、貴金属チップを形成する白金
合金と、接地電極を形成する金属材料との間の線膨張係数を有する白金合金からなる緩和
層チップが設けられる。このため、接地電極及び緩和層チップ間、並びに、緩和層チップ
及び貴金属チップ間における熱膨張の程度の差異を比較的小さなものとすることができ、
緩和層チップと接地電極との接合部分や、緩和層チップと貴金属チップとの接合部分にお
いて大きな応力が発生してしまうことを抑制できる。その結果、接合部分におけるクラッ
クの発生をより確実に抑制することができる。
【００１２】
　また、本構成１によれば、貴金属チップは、接地電極に埋設された緩和層チップのうち
中心電極側の部位と、接地電極のうち前記緩和層チップの中心電極側の部位の外周側に位
置する部位との双方に対して抵抗溶接されている。加えて、接地電極と、貴金属チップと
の境界部分の外周部分全域に、レーザ溶接によって溶融部が形成されている。すなわち、
貴金属チップは、抵抗溶接、及び、レーザ溶接の双方によって接地電極及び緩和層チップ
に接合されるため、接地電極等に対する貴金属チップの接合をより強固なものとすること
ができる。併せて、貴金属チップを構成する白金合金と接地電極を構成する金属材料とが
溶融してなる溶融部は、貴金属チップと接地電極との間において、上述した緩和層チップ
と同様の働きをし、両者の間における大きな応力の発生を抑制することができる。さらに
、前記溶融部は、貴金属チップ及び緩和層チップ間の接合部分（境界部分）を覆うことと
なる。そのため、仮に当該接合部分にクラックが生じてしまったとしても、溶融部の存在
によって、クラックに対する酸素の侵入を効果的に防止することができ、酸化スケールの
進展をより確実に防止することができる。
【００１３】
　以上のように、本構成１によれば、上述の各作用効果が相乗的に作用することにより、
接地電極からの貴金属チップの剥離を効果的に防止することができる。
【００１４】
　尚、緩和層チップとしては、貴金属チップに抵抗溶接される部位の面積が、貴金属チッ
プの一端面の面積よりも小さなものが用いられる。すなわち、比較的小型の緩和層チップ
を用いることで、緩和層チップを設けるにあたってのコストの増大を抑制することができ
る。
【００１５】
　ところで、上記特許文献１に示すような、貴金属チップと接地電極とが接触しない構成
において、貴金属チップと緩和層チップとの境界部分の外周にレーザ溶接による溶融部を
設けることで、両者の接合部分に対する酸素の侵入を防止し、酸化スケールの進展を防止
する手法も考えられる。ところが、貴金属チップや緩和層チップは、比較的溶融しにくい
合金（貴金属合金）によって形成されるのが一般的であるため、両者を溶融するにあたっ
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ては比較的大きな溶融エネルギーが必要となる。ところが、レーザビームの溶融エネルギ
ーを増大させた場合には、貴金属チップや緩和層チップに熱エネルギーが蓄積されてしま
い、ひいては同一の溶融エネルギーでレーザビームを照射したとしても、溶融部のうち最
初に形成される部分と、溶融部のうち最後に形成される部分とでは、その溶融の程度に相
違が生じてしまうおそれがある。従って、溶融部をムラなく形成するためには、レーザビ
ームの照射エネルギーや照射角度を細かく調整することが必要となるが、その調整は非常
に難しい。
【００１６】
　この点、本構成１によれば、緩和層チップとして、貴金属チップに抵抗溶接される部位
の面積が、貴金属チップの一端面の面積も小さくなるものが用いられる。そのため、緩和
層チップとして、貴金属チップに抵抗溶接される部位の面積が、貴金属チップの一端面の
面積と等しいものを用いた場合と比較して、溶融部は、接地電極を構成する金属材料が比
較的多く含有して形成されることとなる。ここで、接地電極を構成する金属材料について
は、一般的にニッケル合金等が用いられ、緩和層チップよりも溶融に必要なエネルギーが
少なくて済む。従って、溶融部を形成するために必要な溶融エネルギーの低減を図ること
ができ、レーザビームの照射エネルギーや照射角度について細かい調整を特に要すること
なく、溶融部を比較的容易に、かつ、ムラなく形成することができる。すなわち、緩和層
チップとして比較的小さなものを用いることは、コストの増大抑制を実現するという点だ
けでなく、溶融部をムラなく形成し、酸化スケールの進展を効果的に防止するという点に
おいても有意である。
【００１７】
　構成２．本構成の内燃機関用スパークプラグは、上記構成１において、前記緩和層チッ
プのうち前記貴金属チップに抵抗溶接される部位の面積は、前記貴金属チップの一端面の
面積の４５％以上７５％以下であることを特徴とする。
【００１８】
　上記構成２によれば、緩和層チップのうち貴金属チップに抵抗溶接される部位の面積が
、貴金属チップの一端面の面積の４５％以上とされている。このため、貴金属チップと緩
和層チップとの接合部分等において大きな応力が発生してしまうことをより確実に抑制で
き、ひいては接合部分におけるクラックの発生や酸化スケールの進展を一層確実に防止す
ることができる。
【００１９】
　また、緩和層チップのうち貴金属チップに抵抗溶接される部位の面積が、貴金属チップ
の一端面の面積の７５％以下とされているため、コストの増大抑制をより一層図ることが
できるとともに、均一な溶融部をより確実に実現することができる。
【００２０】
　構成３．本構成の内燃機関用スパークプラグは、上記構成１又は２において、前記緩和
層チップのうち前記貴金属チップに抵抗溶接される部位の面積は、前記貴金属チップの一
端面の面積の６０％以上７５％以下であることを特徴とする。
【００２１】
　上記構成３によれば、緩和層チップのうち貴金属チップに抵抗溶接される部位の面積が
、貴金属チップの一端面の面積の６０％以上７５％以下とされている。このため、貴金属
チップと緩和層チップとの接合部分等において大きな応力が発生してしまうことをより効
果的に抑制できる。
【００２２】
　構成４．本構成の内燃機関用スパークプラグは、上記構成１乃至３のいずれかにおいて
、前記緩和層チップ、及び、前記貴金属チップは、円板状をなすとともに、
　前記緩和層チップのうち前記貴金属チップに抵抗溶接される部位の外径は、前記貴金属
チップの一端面の外径の６８％以上８６％以下であることを特徴とする。
【００２３】
　上記構成４によれば、基本的には上記構成２と同様の作用効果が奏されることとなる。
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【００２４】
　構成５．本構成の内燃機関用スパークプラグは、上記構成１乃至４のいずれかにおいて
、前記緩和層チップ、及び、前記貴金属チップは、円板状をなすとともに、
　前記緩和層チップのうち前記貴金属チップに抵抗溶接される部位の外径は、前記貴金属
チップの一端面の外径の７７％以上８６％以下であることを特徴とする。
【００２５】
　上記構成５によれば、基本的には上記構成３と同様の作用効果が奏されることとなる。
【００２６】
　構成６．本構成の内燃機関用スパークプラグは、上記構成１乃至５のいずれかにおいて
、前記貴金属チップの一端面の面積は、１．７ｍｍ2以上であることを特徴とする。
【００２７】
　貴金属チップは、緩和層チップや接地電極に接合される部位の面積が大きいほど、貴金
属チップ及び緩和層チップの接合部分等において発生する応力が大きくなる。そのため、
例えば、耐消耗性の向上を図るべく、比較的大きな貴金属チップを用いた場合には、前記
接合部分におけるクラックの発生や酸化スケールの進展、ひいては貴金属チップの剥離が
一層懸念される。
【００２８】
　ここで、上記構成６の貴金属チップは、接地電極や緩和層チップに接合される一端面の
面積が１．７ｍｍ2以上と比較的大きな面積を有するものであり、貴金属チップの剥離が
懸念されるところであるが、上記構成１等を採用することで、貴金属チップの剥離を効果
的に防止することができる。すなわち、貴金属チップの一端面（接合面）の面積が比較的
大きな場合において、上記構成１等を採用することがより有意であるといえる。
【００２９】
　構成７．本構成の内燃機関用スパークプラグは、上記構成１乃至６のいずれかにおいて
、前記貴金属チップは、その一端部が前記接地電極に対して埋め込まれた状態で溶融接合
されるとともに、
　前記接地電極に対する前記貴金属チップの埋め込み量を、埋め込み前の前記貴金属チッ
プの高さの２５％以下としたことを特徴とする。
【００３０】
　上記構成７によれば、貴金属チップは接地電極に対して一端部が埋め込まれた状態で接
合されているが、接地電極に対する貴金属チップの埋め込み量は、埋め込み前の貴金属チ
ップの高さの２５％以下とされている。ここで、貴金属チップを接地電極に対して過度に
埋め込んだ場合には、接地電極の変形（盛上がり）が生じてしまい、当該変形部分と中心
電極との間の不正常な火花放電等の不具合が発生し得るが、本構成７によれば、このよう
な不具合の発生をより確実に抑制することができる。
【００３１】
　構成８．本構成の内燃機関用スパークプラグは、上記構成１乃至７のいずれかにおいて
、前記溶融部中において、白金の含有量を１とし、その他の金属材料の含有量を３～１０
としたことを特徴とする。
【００３２】
　上記構成８によれば、溶融部を構成する金属材料について、白金の含有量を１としたと
き、その他の金属材料の含有量が３～１０とされている。すなわち、溶融部を形成するに
あたっては、主として接地電極を構成する金属材料が溶融されるため、溶融部を形成する
ために必要な溶融エネルギーを一層低減させることができる。従って、レーザビームの照
射エネルギーや照射角度について細かい調整を要することなく、溶融部を一層容易に、ム
ラなく形成することができる。
【００３３】
　また、上記構成８によれば、溶融部及び接地電極間、並びに、溶融部及び貴金属チップ
間における熱膨張の程度の差異を双方ともに比較的小さなものとすることができ、溶融部
における割れ（クラック）の発生をより確実に抑制することができる。その結果、貴金属
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チップ及び緩和層チップの接合部分等に対する酸素の侵入をより一層確実に防止すること
ができ、ひいては酸化スケールの進展を一層効果的に防止することができる。
【００３４】
　尚、溶融部において、白金の含有量を１としたとき、その他の金属材料の含有量を３未
満とした場合には、溶融部を形成するための溶融エネルギーの増大を招いてしまい、溶融
部を均一に形成することが難しくなってしまったり、また、溶融部と接地電極との間にお
ける熱膨張の程度に比較的大きな差が生じてしまい、溶融部の割れが生じやすくなってし
まうおそれがある。一方で、溶融部においてその他の金属材料の含有量が１０を超えるよ
うにした場合には、貴金属チップが接地電極に対して十分に接合されず、ひいては貴金属
チップの耐剥離性の向上効果が十分に発揮されなかったり、また、溶融部に割れが生じや
すくなってしまうおそれがある。
【００３５】
　構成９．本構成の内燃機関用スパークプラグは、上記構成８において、前記溶融部のう
ち最も径方向外側に位置する部位の外径をＡ（ｍｍ）とし、
　前記溶融部のうち最も径方向内側に位置する部位の内径をＢ（ｍｍ）としたとき、
　０．４５≦Ｂ／Ａ≦０．６８
を満たすことを特徴とする。
【００３６】
　上記構成９によれば、溶融部は、白金とその他の金属材料とがよりバランスよく含有さ
れて構成されることとなる。その結果、溶融部における割れの発生をより一層確実に防止
することができ、酸化スケールの進展をより一層効果的に防止することができる。
【００３７】
　尚、Ｂ／Ａを０．４５未満とした場合（すなわち、溶融部を比較的深く形成した場合）
には、溶融部中において、白金以外の金属材料の含有量が相対的に増加し得る。従って、
溶融部と貴金属チップとの間における熱膨張の程度の差異が若干増大してしまうおそれが
ある。一方で、Ｂ／Ａが０．６８を超える場合（すなわち、溶融部を比較的浅く形成した
場合）には、溶融部中において、白金の含有量が相対的に増加し、その結果、溶融部と接
地電極との間における熱膨張の程度の差異が若干増大してしまうおそれがある。但し、溶
融部と、貴金属チップ或いは接地電極との間における熱膨張の程度の差異が若干増大した
としても、上記構成８を満たすこと（つまり、溶融部中において、白金の含有量を１とし
たとき、その他の金属材料の含有量を３～１０とすること）で、溶融部の割れは十分に抑
制可能である。
【００３８】
　構成１０．本構成の内燃機関用スパークプラグは、上記構成１乃至９のいずれかにおい
て、前記溶融部は、レーザビームを照射することで形成された複数の溶融領域が連なるこ
とで形成されており、
　前記各溶融領域の表面は、自身に隣接する溶融領域の２０％以上６０％以下の領域で重
なり合って形成されることを特徴とする。
【００３９】
　上記構成１０によれば、溶融部は複数の溶融領域が連続することで形成されており、各
溶融領域の表面は、自身に隣接する溶融領域の２０％以上の領域と重なり合うようにして
設けられている。従って、溶融部がより強固に形成されることとなり、接合部分における
酸化スケールの進展等をより一層確実に抑制することができる。
【００４０】
　一方で、各溶融領域の表面において、隣接する溶融領域と重なり合う領域は、当該隣接
する溶融領域の６０％以下とされる（すなわち、各溶融領域が過度に重なり過ぎていない
）ため、溶融部の形成を比較的短時間に行うことができ、生産効率の向上を図ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
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【図１】本実施形態におけるスパークプラグの構成を示す一部破断正面図である。
【図２】スパークプラグの先端部の構成を示す一部破断拡大正面図である。
【図３】（ａ）は、溶融部等の構成を示すための部分拡大図であり、（ｂ）は、溶融部等
の構成を示すための部分拡大断面図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、接地電極に対する緩和層チップ及び貴金属チップの接合手法
を説明するための部分拡大断面図である。
【図５】面積割合と、酸化スケール進展割合との関係を示すグラフである。
【図６】直径割合と、酸化スケール進展割合との関係を示すグラフである。
【図７】白金含有量に対するその他金属材料の含有量の割合と、溶融部割れ割合との関係
を示すグラフである。
【図８】別の実施形態におけるスパークプラグの構成を示すための一部破断正面図である
。
【図９】（ａ），（ｂ）は、別の実施形態における溶融部の構成を示す部分拡大図である
。
【図１０】別の実施形態における緩和層チップの形状を説明するための拡大模式図である
。
【図１１】（ａ），（ｂ）は、別の実施形態における接地電極に対する緩和層チップの接
合手法を説明するための部分拡大断面図である。
【図１２】別の実施形態における溶融部の構成を示すための部分拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下に、一実施形態について図面を参照して説明する。図１は、主としてガスエンジン
等、使用条件の厳しいエンジンに用いられる内燃機関用スパークプラグ（以下、「スパー
クプラグ」と称す）１を示す一部破断正面図である。尚、図１では、スパークプラグ１の
軸線ＣＬ１方向を図面における上下方向とし、下側をスパークプラグ１の先端側、上側を
後端側として説明する。
【００４３】
　スパークプラグ１は、筒状をなす絶縁体としての絶縁碍子２、これを保持する筒状の主
体金具３などから構成されるものである。
【００４４】
　絶縁碍子２は、周知のようにアルミナ等を焼成して形成されており、その外形部におい
て、後端側に形成された後端側胴部１０と、当該後端側胴部１０よりも先端側において径
方向外向きに突出形成された大径部１１と、当該大径部１１よりも先端側においてこれよ
りも細径に形成された中胴部１２とを備えている。また、前記絶縁碍子２は、前記中胴部
１２よりも先端側において、先端側に向けて先細り形状をなす脚長部１３を有しており、
絶縁碍子２のうち、大径部１１、中胴部１２、及び、大部分の脚長部１３は、主体金具３
の内部に収容されている。そして、脚長部１３と中胴部１２との連接部にはテーパ状の段
部１４が形成されており、当該段部１４にて絶縁碍子２が主体金具３に係止されている。
【００４５】
　さらに、絶縁碍子２には、軸線ＣＬ１に沿って軸孔４が貫通形成されており、当該軸孔
４の先端側には中心電極５が挿入、固定されている。当該中心電極５は、全体として棒状
（円柱状）をなし、その先端面が平坦に形成されるとともに、絶縁碍子２の先端から突出
している。また、中心電極５は、銅又は銅合金からなる内層５Ａと、ニッケル（Ｎｉ）を
主成分とするＮｉ合金からなる外層５Ｂとを備えている。さらに、前記中心電極５の先端
部には、貴金属合金（例えば、白金合金やイリジウム合金等）よりなる円柱状の貴金属チ
ップ３１が接合されている。
【００４６】
　また、軸孔４の後端側には、絶縁碍子２の後端から突出した状態で端子電極６が挿入、
固定されている。
【００４７】
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　さらに、軸孔４の中心電極５と端子電極６との間には、円柱状の抵抗体７が配設されて
いる。当該抵抗体７の両端部は、導電性のガラスシール層８，９を介して、中心電極５と
端子電極６とにそれぞれ電気的に接続されている。
【００４８】
　加えて、前記主体金具３は、低炭素鋼等の金属により形成されており、その外周面には
スパークプラグ１をエンジンヘッドに取付けるためのねじ部（雄ねじ部）１５が形成され
ている。また、ねじ部１５の後端側の外周面には座部１６が形成され、ねじ部１５後端の
ねじ首１７にはリング状のガスケット１８が嵌め込まれている。さらに、主体金具３の後
端側には、主体金具３をエンジンヘッドに取付ける際にレンチ等の工具を係合させるため
の断面六角形状の工具係合部１９が設けられるとともに、後端部において絶縁碍子２を保
持するための加締め部２０が設けられている。
【００４９】
　また、主体金具３の内周面には、絶縁碍子２を係止するためのテーパ状の段部２１が設
けられている。そして、絶縁碍子２は、主体金具３の後端側から先端側に向かって挿入さ
れ、自身の段部１４が主体金具３の段部２１に係止された状態で、主体金具３の後端側の
開口部を径方向内側に加締めること、つまり上記加締め部２０を形成することによって固
定される。尚、絶縁碍子２及び主体金具３双方の段部１４，２１間には、円環状の板パッ
キン２２が介在されている。これにより、燃焼室内の気密性を保持し、燃焼室内に晒され
る絶縁碍子２の脚長部１３と主体金具３の内周面との間隙に入り込む燃料空気が外部に漏
れないようになっている。
【００５０】
　さらに、加締めによる密閉をより完全なものとするため、主体金具３の後端側において
は、主体金具３と絶縁碍子２との間に環状のリング部材２３，２４が介在され、リング部
材２３，２４間にはタルク（滑石）２５の粉末が充填されている。すなわち、主体金具３
は、板パッキン２２、リング部材２３，２４及びタルク２５を介して絶縁碍子２を保持し
ている。
【００５１】
　加えて、主体金具３の先端部２６に対して、Ｎｉ合金で構成された接地電極２７が接合
されている。当該接地電極２７は、自身の略中間部分が曲げ返されており、接地電極２７
の先端部のうち中心電極５側の側面２７Ｆが中心電極５（貴金属チップ３１）の先端面と
対向している。
【００５２】
　また、図２に示すように、前記接地電極２７の側面２７Ｆには、円板状をなす緩和層チ
ップ３２が埋設状態で抵抗溶接されている。さらに、緩和層チップ３２のうち中心電極５
側に位置する部位（以下、便宜上「上面部３２Ｆ」という）、及び、接地電極２７のうち
前記上面部３２Ｆの外周側に位置する部位に対して円板状をなす貴金属チップ３３が抵抗
溶接等によって接合されている。また、前記貴金属チップ３１の先端面と貴金属チップ３
３の他端面３３Ａとの間には、前記軸線ＣＬ１にほぼ沿って火花放電が行われる火花放電
間隙３４が形成されている。
【００５３】
　尚、本実施形態において、前記貴金属チップ３３は、白金（Ｐｔ）を主成分とするＰｔ
合金（例えば、Ｐｔ－Ｉｒ合金、Ｐｔ－Ｒｈ合金、Ｐｔ－Ｎｉ合金、Ｐｔ－Ｉｒ－Ｒｈ合
金等）により形成されている。また、前記緩和層チップ３２は、貴金属チップ３３を形成
するＰｔ合金、及び、接地電極２７を形成するＮｉ合金の間の線膨張係数を有するＰｔを
主成分とするＰｔ合金（例えば、Ｐｔ－Ｎｉ合金等）により形成されている。ここで、前
記貴金属チップ３３は、消耗体積を増大させるべく、比較的厚肉（例えば、０．４ｍｍ以
上）に形成されている一方で、前記緩和層チップ３２は、前記貴金属チップ３３と比較し
て薄肉（例えば、０．２ｍｍ～０．３５ｍｍ）に形成されている。これにより、緩和層チ
ップ３２が埋設される接地電極２７については、埋設に伴う変形を極力抑制できるように
なっており、ひいては接地電極２７や緩和層チップ３２に対して貴金属チップ３３をより
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確実に抵抗溶接できるようになっている。
【００５４】
　さらに、緩和層チップ３２の中心軸に沿った緩和層チップ３２の断面積は、貴金属チッ
プ３３の中心軸に沿った貴金属チップ３３の断面積よりも小さなものとされており、ひい
ては緩和層チップ３２のうち貴金属チップ３３に接合される上面部３２Ｆの面積は、貴金
属チップ３３の一端面３３Ｂの面積よりも小さくされている。より詳しくは、緩和層チッ
プ３２の上面部３２Ｆの面積は、貴金属チップ３３の一端面３３Ｂの面積の４５％以上７
５％以下（例えば、６０％）とされている（換言すれば、緩和層チップ３２の上面部３２
Ｆの外径は、貴金属チップ３３の一端面３３Ｂの外径の６８％以上８６％以下とされてい
る）。尚、本実施形態において、貴金属チップ３３は、消耗体積の一層の増大を図るべく
、比較的大径化（φ１．５ｍｍ以上）されており、比較的大きな断面積（例えば、１．７
ｍｍ2以上）を有している。
【００５５】
　さらに、前記接地電極２７と、貴金属チップ３３の一端面３３Ｂとの境界部の全周には
、緩和層チップ３２を構成するＰｔ合金、貴金属チップ３３を構成するＰｔ合金、及び、
接地電極２７を構成するＮｉ合金とがレーザ溶接によって溶融されてなる環状の溶融部３
６が設けられている。当該溶融部３６は、図３（ａ）に示すように、レーザビームを間欠
的に照射することで形成された複数の溶融領域としての溶融点３６Ｐが連なることで形成
されている。尚、各溶融点３６Ｐの表面は、自身に隣接する溶融点３６Ｐの２０％以上６
０％以下（本実施形態では、約３０％）の領域と重なり合うようにされている。また、レ
ーザビームの照射に伴い、貴金属チップ３３の他端面３３Ａの外周部分が若干溶融されて
おり、ひいては貴金属チップ３３の他端面３３Ａの外周部分には、複数の角部３３Ｅが形
成されている。
【００５６】
　さらに、前記溶融部３６は、上述したように、緩和層チップ３２を構成するＰｔ合金や
貴金属チップ３３を構成するＰｔ合金と、接地電極２７を構成するＮｉ合金とが含有され
て構成されているが、図３（ｂ）に示すように、前記両Ｐｔ合金の含有量よりも前記Ｎｉ
合金の含有量が比較的大きくされている。その結果、前記溶融部３６中において、Ｐｔの
含有量を１としたとき、その他の金属材料の含有量が３～１０（好ましくは、５～８）と
されている。加えて、接地電極２７に対する貴金属チップ３３の埋め込み量は、埋め込み
前の貴金属チップ３３の高さの２５％以下と比較的小さなものとされている。
【００５７】
　併せて、溶融部３６のうち最も径方向外側に位置する部位の外径をＡ（ｍｍ）とし、溶
融部３６のうち最も径方向内側に位置する部位の内径をＢ（ｍｍ）としたとき、０．４５
≦Ｂ／Ａ≦０．６８の関係式を満たすように、溶融部３６が形成されている。
【００５８】
　次に、上記のように構成されてなるスパークプラグ１の製造方法について説明する。ま
ず、主体金具３を予め加工しておく。すなわち、円柱状の金属素材（例えばＳ１７ＣやＳ
２５Ｃといった鉄系素材やステンレス素材）に冷間鍛造加工等を施すことにより貫通孔を
形成し、概形を製造する。その後、切削加工を施すことで外形を整え、主体金具中間体を
得る。
【００５９】
　続いて、主体金具中間体の先端面に、Ｎｉ合金からなる棒状の接地電極２７が抵抗溶接
される。当該溶接に際してはいわゆる「ダレ」が生じるので、その「ダレ」を除去した後
、主体金具中間体の所定部位にねじ部１５が転造によって形成される。これにより、接地
電極２７の溶接された主体金具３が得られる。接地電極２７の溶接された主体金具３には
、亜鉛メッキ或いはニッケルメッキが施される。尚、耐食性向上を図るべく、その表面に
、さらにクロメート処理が施されることとしてもよい。
【００６０】
　一方、前記主体金具３とは別に、絶縁碍子２を成形加工しておく。例えば、アルミナを
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主体としバインダ等を含む原料粉末を用い、成形用素地造粒物を調製し、これを用いてラ
バープレス成形を行うことで、筒状の成形体が得られる。得られた成形体に対し、研削加
工が施され整形される。そして、整形されたものが焼成炉へ投入され焼成される。焼成後
、種々の研磨加工を施すことで、絶縁碍子２が得られる。
【００６１】
　また、前記主体金具３、絶縁碍子２とは別に、中心電極５を製造しておく。すなわち、
Ｎｉ合金が鍛造加工され、その中央部に放熱性向上を図るべく銅合金からなる内層５Ａが
設けられる。そして、その先端部には、上述した貴金属チップ３１が抵抗溶接やレーザ溶
接等により接合される。
【００６２】
　そして、上記のようにして得られた絶縁碍子２及び中心電極５と、抵抗体７と、端子電
極６とが、ガラスシール層８，９によって封着固定される。ガラスシール層８，９として
は、一般的にホウ珪酸ガラスと金属粉末とが混合されて調製されており、当該調製された
ものが抵抗体７を挟むようにして絶縁碍子２の軸孔４内に注入された後、後方から前記端
子電極６が押圧された状態とした上で、焼成炉内にて焼き固められる。尚、このとき、絶
縁碍子２の後端側胴部１０の表面には釉薬層が同時に焼成されることとしてもよいし、事
前に釉薬層が形成されることとしてもよい。
【００６３】
　その後、上記のようにそれぞれ作製された中心電極５及び端子電極６を備える絶縁碍子
２と、接地電極２７を備える主体金具３とが組付けられる。より詳しくは、比較的薄肉に
形成された主体金具３の後端側の開口部を径方向内側に加締めること、つまり上記加締め
部２０を形成することによって固定される。
【００６４】
　次いで、接地電極２７の側面２７Ｆに対して、それぞれ所定のＰｔ合金からなる緩和層
チップ３２及び貴金属チップ３３が抵抗溶接される。すなわち、図４（ａ）に示すように
、前記接地電極２７の側面２７Ｆのうち前記貴金属チップ３１との対向予定位置に緩和層
チップ３２を配置した上で、抵抗溶接により接地電極２７に対して埋設した状態で緩和層
チップ３２を接合する。そして、図４（ｂ）に示すように、前記緩和層チップ３２を覆う
ようにして貴金属チップ３３を配置した上で、当該貴金属チップ３３の一端面３３Ｂを、
緩和層チップ３２の上面部３２Ｆと、接地電極２７とに抵抗溶接する。次いで、図４（ｃ
）に示すように、接地電極２７と、貴金属チップ３３の一端面３３Ｂとの境界部分に対し
てレーザビームを間欠的に照射することで、複数の溶融点３６Ｐからなる環状の溶融部３
６を形成し、接地電極２７に対して緩和層チップ３２及び貴金属チップ３３を接合する。
尚、レーザビームは、形成される溶融点３６Ｐの表面が、１つ前に形成された（隣接する
）溶融点３６Ｐの２０％以上６０％以下の領域と重なり合うように、その照射位置が決定
される。
【００６５】
　そして、最後に、接地電極２７を屈曲させることで、中心電極５側の貴金属チップ３１
及び接地電極２７側の貴金属チップ３３間の前記火花放電間隙３４を調整する加工が実施
され、上述のスパークプラグ１が得られる。
【００６６】
　以上詳述したように、本実施形態によれば、接地電極２７及び貴金属チップ３３間には
、貴金属チップ３３を形成するＰｔ合金と、接地電極２７を形成するにＮｉ合金の間の線
膨張係数を有するＰｔ合金からなる緩和層チップ３２が設けられる。このため、接地電極
２７及び緩和層チップ３２間、並びに、緩和層チップ３２及び貴金属チップ３３間におけ
る熱膨張の程度の差異を比較的小さなものとすることができ、緩和層チップ３２と接地電
極２７との接合部分や、緩和層チップ３２と貴金属チップ３３との接合部分において大き
な応力が発生してしまうことを抑制できる。その結果、接合部分におけるクラックの発生
をより確実に抑制することができる。
【００６７】
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　また、貴金属チップ３３は、接地電極２７に埋設された緩和層チップ３２の上面部３２
Ｆと、接地電極２７のうち緩和層チップ３２の上面部３２Ｆの外周側に位置する部位との
双方に対して抵抗溶接されている。加えて、接地電極２７のうち中心電極５側に位置する
部位と、貴金属チップ３３の一端面３３Ｂとの境界部の全周に、レーザ溶接によって溶融
部３６が形成されている。すなわち、貴金属チップ３３は、抵抗溶接、及び、レーザ溶接
の双方によって接地電極２７及び緩和層チップ３２に接合されているため、接地電極２７
等に対する貴金属チップ３３の接合をより強固なものとすることができる。併せて、貴金
属チップ３３を構成するＰｔ合金や接地電極２７を構成するＮｉ合金等が溶融してなる溶
融部３６は、貴金属チップ３３と接地電極２７との間において、上述した緩和層チップ３
２と同様の働きをし、両者の間における大きな応力の発生を抑制することができる。さら
に、前記溶融部３６は、貴金属チップ３３及び緩和層チップ３２間の接合部分（境界部分
）を覆うこととなる。そのため、仮に当該接合部分にクラックが生じてしまったとしても
、溶融部３６の存在によって、クラックに対する酸素の侵入を効果的に防止することがで
き、酸化スケールの進展をより確実に防止することができる。
【００６８】
　以上のように、本実施形態によれば、上述の各作用効果が相乗的に作用することにより
、接地電極２７からの貴金属チップ３３の剥離を効果的に防止することができる。
【００６９】
　さらに、緩和層チップ３２としては、貴金属チップ３３に抵抗溶接される部位（上面部
３２Ｆ）の面積が、貴金属チップ３３の一端面３３Ｂの面積よりも小さなものが用いられ
る。すなわち、比較的小型の緩和層チップ３２を用いることで、緩和層チップ３２を設け
るにあたってのコストの増大を抑制することができる。さらに、溶融部３６を形成するた
めに必要な溶融エネルギーの低減を図ることができ、レーザビームの照射エネルギーや照
射角度について細かい調整を特に要することなく、溶融部３６を比較的容易に、かつ、ム
ラなく形成することができる。特に本実施形態のように、溶融部３６中における、白金の
含有量を１とし、その他の金属材料の含有量を３～１０とすることで、溶融部３６を形成
するために必要な溶融エネルギーを一層低減させることができ、溶融部３６を一層容易に
、ムラなく形成することができる。
【００７０】
　併せて、溶融部３６中における、白金の含有量を１とし、その他の金属材料の含有量を
３～１０とすることで、溶融部３６及び接地電極２７間、並びに、溶融部３６及び貴金属
チップ３３間における熱膨張の程度の差異を双方ともに比較的小さなものとすることがで
きる。その結果、溶融部３６における割れの発生をより確実に抑制することができ、貴金
属チップ３３及び緩和層チップ３２の接合部分等に対する酸素の侵入防止をより確実に図
ることができる。
【００７１】
　特に、本実施形態では、前記溶融部３６の外径Ａ及び内径Ｂについて、０．４５≦Ｂ／
Ａ≦０．６８とされているため、溶融部３６は、白金とその他の金属材料とがよりバラン
スよく含有されて構成されることとなる。従って、溶融部３６における割れの発生をより
一層確実に防止することができる。
【００７２】
　加えて、接地電極２７に対する貴金属チップ３３の埋め込み量は、埋め込み前の貴金属
チップ３３の高さの２５％以下とされている。これにより、接地電極２７の変形（盛上が
り）を防止することができ、ひいては変形部分と貴金属チップ３１との間の不正常な火花
放電等の不具合の発生をより確実に抑制することができる。
【００７３】
　また、溶融部３６は複数の溶融点３６Ｐが連続することで形成されており、各溶融点３
６Ｐの表面は、自身に隣接する溶融点３６Ｐの２０％以上の領域と重なり合うようにして
設けられている。従って、溶融部３６がより強固に形成されることとなり、接合部分にお
ける酸化スケールの進展等をより一層確実に抑制することができる。一方で、各溶融点３
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６Ｐの表面において、隣接する溶融点３６Ｐと重なり合う領域は、当該隣接する溶融点３
６Ｐの６０％以下とされるため、溶融部３６の形成を比較的短時間に行うことができ、生
産効率の向上を図ることができる。
【００７４】
　さらに、レーザ溶接に伴って、貴金属チップ３３の他端面３３Ａに電界の集中しやすい
角部３３Ｅが複数設けられるため、着火性の向上を図ることができる。
【００７５】
　次に、本実施形態によって奏される作用効果を確認すべく、緩和層チップの外径を種々
変更することで、貴金属チップの一端面の面積に対する緩和層チップの上面部の面積の割
合（面積割合）と、貴金属チップの一端面の外径に対する前記緩和層チップの上面部の外
径の割合（直径割合）とを種々変更したスパークプラグのサンプルを作製し、各サンプル
について机上バーナー試験を行った。机上バーナー試験の概要は次の通りである。すなわ
ち、各サンプルの（接地電極側の）貴金属チップの温度が１１００℃となるようバーナー
で２分間加熱後、１分間徐冷することを１サイクルとして、これを１０００サイクル繰り
返した。そして、１０００サイクル終了後、サンプルの断面を観察し、緩和層チップ等と
貴金属チップとの境界面領域の長さに対する、形成された酸化スケールの長さの割合（酸
化スケール進展割合）を計測した。図５に、面積割合と、酸化スケール進展割合との関係
を表すグラフを示し、図６に、直径割合と、酸化スケール進展割合との関係を表すグラフ
を示す。
【００７６】
　図５及び図６に示すように、面積割合を４５％以上としたサンプル（直径割合を６８％
以上としたサンプル）は、酸化スケール進展割合が５０％以下と低減し、貴金属チップの
剥離が十分に抑制されることが明らかとなった。これは、緩和層チップが十分なボリュー
ムを備えていたことで、貴金属チップと緩和層チップとの接合部分等において発生する応
力を比較的小さくできたことに起因すると考えられる。さらに、面積割合を６０％以上と
したサンプル（直径割合を７７％以上としたサンプル）は、酸化スケール進展割合が３０
％以下と低減し、貴金属チップの耐剥をより一層抑制できることがわかった。
【００７７】
　一方で、面積割合を７５％としたサンプル（直径割合を８６％としたサンプル）と、面
積割合が７５％を超えるサンプル（直径割合が８６％を超えるサンプル）とを比較した場
合には、面積割合（直径割合）が大きいサンプルについて、耐剥離性能の改善が確認され
たものの、改善の程度は比較的小さいことがわかった。
【００７８】
　以上のように、貴金属チップの耐剥離性能を十分に確保しつつ、緩和層チップを配設す
るにあたってのコストの増大を抑制するためには、面積割合を４５％以上７５％以下（直
径割合を６８％以上８６％以下）とした緩和層チップを用いることが有意であるといえる
。また、貴金属チップの耐剥離性能の更なる向上を図るという観点からは、面積割合を６
０％以上７５％以下（直径割合を７７％以上８６％以下）とした緩和層チップを用いるこ
とが非常に効果的であるといえる。
【００７９】
　次いで、貴金属チップを接地電極に接合する際のレーザ溶接の条件を変更することで、
溶融部における白金の含有量とその他の金属材料の含有量とを種々変更したスパークプラ
グのサンプルを複数作製し、各サンプルについて上述の机上バーナー試験を行った。そし
て、１０００サイクル終了後、サンプルを樹脂に埋め込んだ上で、貴金属チップの中心軸
を含む断面において、溶融部と貴金属チップや接地電極等との境界部分を観察し、当該境
界部分において割れの発生した部位の長さを測定するとともに、前記境界部分の長さに対
する、当該割れの発生した部位の長さの割合（溶融部割れ割合）を算出した。尚、加熱時
においては貴金属チップの温度が９５０℃となるように加熱をした。また、貴金属チップ
としては、Ｐｔ－Ｎｉ合金からなるもの、又は、Ｐｔ－Ｉｒ合金からなるものであって、
Ｐｔの含有量を５０質量％以上１００質量％未満の範囲内で変更したものを用いることと
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組成分析用のものとをそれぞれ用意し、組成分析用のサンプルの溶融部表面をＥＰＭＡに
より分析することで、溶融部における白金の含有量とその他の金属材料の含有量とを計測
した。
【００８０】
　図７に、白金の含有量に対するその他の金属材料の含有量の割合（その他金属材料の含
有量／白金含有量）と、溶融部割れ割合との関係を表すグラフを示す。尚、図７において
は、貴金属チップをＰｔ－Ｎｉ合金から形成したサンプルの試験結果を白抜き丸（○）で
プロットし、貴金属チップをＰｔ－Ｉｒ合金から形成したサンプルの試験結果を白抜き四
角（□）でプロットした。
【００８１】
　図７に示すように、「その他金属材料の含有量／白金含有量」を３以上１０以下とした
サンプル、すなわち、溶融部中において、白金の含有量を１とし、その他の金属材料の含
有量を３～１０としたサンプルについては、溶融部割れ割合が３０％以下となり、溶融部
の割れを効果的に抑制できることが明らかとなった。これは、溶融部中における白金の含
有量を１とし、その他の金属材料の含有量を３～１０としたことで、溶融部における熱膨
張の程度と、接地電極や貴金属チップにおける熱膨張の程度との差を比較的小さなものと
することができたためであると考えられる。
【００８２】
　また特に、溶融部中における白金の含有量を１と、その他の金属材料の含有量を５～８
としたサンプルについては、白金の含有量が種々異なる貴金属チップであっても、溶融部
割れ割合が２０％以下となり、溶融部の割れを極めて効果的に抑制できることがわかった
。
【００８３】
　以上、上記試験の結果を勘案して、溶融部における割れの発生を抑制すべく、前記溶融
部中において、白金の含有量を１としたとき、その他の金属材料の含有量を３～１０とす
ることが好ましく、その他の金属材料の含有量を５～８とすることがより好ましいといえ
る。
【００８４】
　次に、溶融部中における、白金の含有量とその他の金属材料の含有量との比を１：３～
１：１０に維持しつつ、レーザビームの照射エネルギー等を変更することで、溶融部の深
さ〔すなわち、溶融部のうち最も径方向外側に位置する部位の外径をＡ（ｍｍ）とし、溶
融部のうち最も径方向内側に位置する部位の内径をＢ（ｍｍ）としたときにおける、Ｂ／
Ａの値〕を種々変更したスパークプラグのサンプル（サンプル１～７）を複数作製した。
そして、各サンプルについて上述の机上バーナー試験を行い、溶融部割れ割合を算出した
。ここで、溶融部割れ割合が３０％以下となったサンプルについては、溶融部の割れ抑制
効果に優れるとして「○」の評価を下し、一方で、溶融部割れ割合が３０％を超えたサン
プルについては、溶融部の割れ抑制効果がやや不十分であるとして「△」の評価を下すこ
ととした。表１に、サンプル１～７の試験結果を示す。
【００８５】
　尚、本試験においては、貴金属チップの加熱温度を１０００℃とし、加熱温度を９５０
℃とした上記試験よりもさらに厳しい条件とした。また、貴金属チップとしては、Ｐｔ－
Ｉｒ合金からなるものを用いることとした。
【００８６】
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【表１】

　表１に示すように、Ｂ／Ａが０．４５以上０．６８以下となるように溶融部を形成した
サンプル（サンプル２～５）は、一層厳しい環境での試験にも関わらず、溶融部の割れを
十分に抑制することができ、溶融部の割れ抑制効果に極めて優れることが確認された。
【００８７】
　従って、当該試験の結果より、溶融部の割れをより確実に抑制するという観点から、溶
融部中における白金の含有量とその他の金属材料の含有量との比を１：３～１：１０とし
つつ、０．４５≦Ｂ／Ａ≦０．６８を満たすように溶融部を形成することが好ましいとい
える。
【００８８】
　尚、上記実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。勿論、
以下において例示しない他の応用例、変更例も当然可能である。
【００８９】
　（ａ）上記実施形態では、貴金属チップ３１，３３の間に形成された火花放電間隙３４
において軸線ＣＬ１にほぼ沿った方向で火花放電が生じる、いわゆる平行電極タイプのス
パークプラグ１において、本発明の技術思想を適用しているが、他のタイプのスパークプ
ラグに対して本発明の技術思想を適用することとしてもよい。従って、例えば、図８に示
すように、貴金属チップ６３が、接地電極６７の先端面に接合された緩和層チップ６３と
接地電極６７とに接合され、軸線ＣＬ１とほぼ直交する方向に沿って火花放電が生じるタ
イプのスパークプラグ１０２において、本発明の技術思想を適用することとしてもよい。
【００９０】
　（ｂ）上記実施形態では、溶融部３６を設けるにあたって、溶融点３６Ｐの表面が、自
身に隣接する溶融点３６Ｐの約３０％の領域と重なり合うように形成されているが、図９
（ａ）に示すように、溶融点３６Ｐの表面を、隣接する溶融点３６Ｐの１０％程度の領域
と重なり合うように形成することとしてもよい。この場合には、レーザ溶接をより効率よ
く行うことができる。また、図９（ｂ）に示すように、溶融点３６Ｐの表面を、隣接する
溶融点３６Ｐの４０％以上の領域と重なり合うように形成することとしてもよい。このよ
うに溶融点３６Ｐを隣接する溶融点３６Ｐの４０％以上の領域と重なり合うように形成す
ることで、接地電極２７に対する貴金属チップ３３の接合強度の更なる向上を図ることが
でき、耐剥離性能の一層の向上を図ることができる。
【００９１】
　（ｃ）上記実施形態では、緩和層チップ３２及び貴金属チップ３３は円板状をなすよう
に構成されているが、緩和層チップ３２や貴金属チップ３３の形状はこれに限定されるも
のではない。従って、例えば、図１０に示すように、円板状の貴金属チップ７３を用いる
一方で、緩和層チップ７２（同図、破線で示した部位）として、断面矩形状をなすものを
用いることとしてもよい。
【００９２】
　（ｄ）上記実施形態では、接地電極２７に緩和層チップ３２を抵抗溶接するにあたって
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、平坦状の側面２７Ｆに対して緩和層チップ３２が抵抗溶接されているが、図１１（ａ）
，（ｂ）に示すように、接地電極２７のうち前記貴金属チップ３１との対向予定位置に接
合穴４１を設け、当該接合穴４１に緩和層チップ３２を配置した上で、接地電極２７に対
して緩和層チップ３２を抵抗溶接することとしてもよい。尚、この場合において、接合穴
４１の内径は、緩和層チップ３２の外径よりも一回り大きいものとすることが好ましい。
このように接合穴４１の内径を、緩和層チップ３２の外径よりも一回り大きくすれば、接
合穴４１の底部と緩和層チップ３２の下面部との間に十分な溶融エネルギーを供給するこ
とができ、ひいては緩和層チップ３２を接地電極２７に対して強固に接合することができ
る。また、接合穴４１を比較的大きく形成することで、接合穴４１に対する緩和層チップ
３２の配置作業の容易化を図ることができる。尚、緩和層チップ３２と接合穴４１の側壁
との間に形成される環状の間隙については、接地電極２７を構成するＮｉ合金等がレーザ
溶接等により溶融することで埋まることとなる。
【００９３】
　（ｅ）上記実施形態では、レーザ溶接によって貴金属チップ３３の他端面３３Ａが溶融
し、当該他端面３３Ａの外周部分に角部３３Ｅが形成されているが、図１２に示すように
、レーザビームの照射エネルギーや照射角度を変更することによって貴金属チップ３３の
他端面３３Ａに角部３３Ｅが形成されないようにレーザ溶接することとしてもよい。
【００９４】
　（ｆ）上記実施形態では特に言及していないが、緩和層チップ３２の中心軸と貴金属チ
ップ３３の中心軸とが一致するようにして両者を配設することとしてもよい。
【００９５】
　（ｇ）上記実施形態では、中心電極５の先端部には貴金属チップ３１が設けられている
が、当該貴金属チップ３１を省略して構成することとしてもよい。
【００９６】
　（ｈ）上記実施形態では、主体金具３の先端面に、接地電極２７が接合される場合につ
いて具体化しているが、主体金具の一部（又は、主体金具に予め溶接してある先端金具の
一部）を削り出すようにして接地電極を形成する場合についても適用可能である（例えば
、特開２００６－２３６９０６号公報等）。また、主体金具３の先端部２６の側面に接地
電極２７を接合することとしてもよい。
【００９７】
　（ｉ）上記実施形態では、工具係合部１９は断面六角形状とされているが、工具係合部
１９の形状に関しては、このような形状に限定されるものではない。例えば、Ｂｉ－ＨＥ
Ｘ（変形１２角）形状〔ＩＳＯ２２９７７：２００５（Ｅ）〕等とされていてもよい。
【００９８】
　（ｊ）上記実施形態におけるスパークプラグ１は、主としてガスエンジン等の使用条件
の厳しいエンジンに用いられるものであるが、本発明の技術思想を、自動車用のガソリン
エンジン等に適用することとしてもよい。この場合においても、貴金属チップ３３の耐剥
離性の向上や、緩和層チップ３２を設けたことに伴うコストの増大を効果的に抑制するこ
とができる。
【符号の説明】
【００９９】
　１…スパークプラグ（内燃機関用スパークプラグ）
　２…絶縁碍子（絶縁体）
　３…主体金具
　４…軸孔
　５…中心電極
　２７，６７…接地電極
　３２，６２，７２…緩和層チップ
　３３，６３，７３…貴金属チップ
　３３Ａ…他端面
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　３３Ｂ…一端面
　３４…火花放電間隙（間隙）
　３６…溶融部
　３６Ｐ…溶融点（溶融領域）
　ＣＬ１…軸線

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(20) JP 5092012 B2 2012.12.5

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００４－２８８３７６（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３２９６６８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01T 7/00-23/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

